
 



 



 



２ 地区整備計画 
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区分の名称 Ａ－１地区 Ａ－２地区 Ｂ 地 区 

区分の面積 約 ２．３ｈａ 約 ０．８ｈａ 約 １５．０ｈａ 

 

 

 

 

 

 

 

建 

 

築 

 

物 

 

等 

 

の 

 

制 

 

限 

 

に 

 

関 

 

す 

 

る 

 

事 

 

項 

建築物等の 

用途の制限 

 次の各号に掲げる建築物

は建築してはならない。 

(1)工場（建築基準法施行

令第１３０条の６に定

めるものを除く） 

(2)倉庫（商業施設等に附

属する倉庫は除く） 

(3)自動車教習所 

(4)畜舎 

(5)風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関

する法律第２条第１

項第１号及び第２号

並びに同条第６項第

１号及び第４号に掲

げる営業の用に供す

る建築物 

 次の各号に掲げる建築物

は建築してはならない。 

(1)工場（建築基準法施行

令第１３０条の６に定

めるものを除く） 

(2)倉庫（商業施設等に附

属する倉庫は除く） 

(3)自動車教習所 

(4)畜舎 

(5)風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関す

る法律第２条第６項第

４号に掲げる営業の用

に供する建築物 

 次の各号に掲げる建築物

は建築してはならない。 

(1)自動車教習所 

(2)畜舎 

(3)風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関す

る法律第２条第１項第

１号から第２号に掲げ

る営業の用に供する建

築物 

(4) ｢工場立地に関する準

則｣別表第１に掲げる

第１種、第２種及び第

３種の業種の建築物 

建 築 物 の 

敷地面積の 

最 低 限 度 
３００平方メートル １５０平方メートル １２０平方メートル 

壁面の位置 

の 制 限 

 建築物の壁若しくはこれ

に代わる柱、又は門若しく

は塀の面の位置を次のよう

に定める。 

 

(1)駅前広場の境界線まで

の距離は 5.0ｍ以上。 

(2)都市計画道路日根野駅

前線の境界線までの

距離は 2.0ｍ以上。 

(3)都市計画道路大阪岸和

田泉南線の境界線ま

での距離は 1.0ｍ以上。 

(4)市道俵屋久ノ木線の境

界線までの距離は 1.0

ｍ以上。 

 建築物の壁若しくはこれ

に代わる柱、又は門若しく

は塀の面の位置を次のよう

に定める。 

 

(1)都市計画道路日根野駅

前線及び駅前広場の境

界線までの距離は 1.0

ｍ以上。ただし、敷地

に接する路面からの高

さが 3ｍ以上の部分に

あってはこの限りでは

ない。 

(2)都市計画道路大阪岸和

田泉南線の境界線まで

の距離は 1.0ｍ以上。 

 建築物の壁若しくはこれ

に代わる柱、又は門若しく

は塀の面の位置を次のよう

に定める。 

 

(1)都市計画道路大阪岸和

田泉南線の境界線まで

の距離は 0.5ｍ以上。 

建築物等の 

形 態 又 は 

意匠の制限 

 建築物等の外壁の色彩は落ち着いた色調とする。 

 看板・広告類の色彩は落ち着いた色調とする。 

か き 又 は 

さくの構造 

の 制 限 

 道路に面するかき又はさく（門柱及び門扉を除く）を設置する場合は、次に掲げるもの

としなければならない。ただし、宅地地盤面より高さ６０ｃｍ以下の腰積みを併設するこ

とは妨げない。 

 １ 生垣 

 ２ 透視可能なフェンス等を設置する場合で上記と同等の機能を有するよう植栽等によ

り美観に配慮し、緑化に努めたもの。 

   ただし、道路等に面して植栽帯を設ける場合は、この限りでない。 
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